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第１章  事業関係事項 

 

この１年間、世界の安全保障情勢は、激動が続き、複雑で不透明な状況

となっている。 

ロシアによるウクライナ侵攻は３年目に入ったが、G7諸国など主要国が

一致して前例のない広汎な制裁をロシア、ベラルーシに対して集中的に講

じてきた。しかし、これまで推進されてきた西側諸国によるウクライナ支

援の先行きが見通しにくくなっており、ウクライナ情勢もまた不透明感が

強まっている。ロシアとイラン、中国、北朝鮮等との関係強化の懸念も生

じている。 

また、中東では、パレスチナのガザ地区でのイスラエルとハマスとの対

立・交戦による緊張も、関係する主要国の利害が交錯し、複雑な情勢とな

っている。 

北朝鮮の核・ミサイルの脅威も改めてクローズアップされている。 

台湾に関しても、総統選の結果を踏まえて中国による台湾への圧力が強

化され、台湾周辺海域での軍事演習や南シナ海の公海での管轄権主張など、

従来以上に緊張が高まっている。 

他方、中国においては、輸出管理法やデータ安全法、輸出禁止・輸出制

限技術リスト等に基づき、重要物資や技術、重要データの輸出、海外移転

について規制をかける動きが強まっており、我が国を含めてサプライチェ

ーンに影響を及ぼしつつある。また、輸出管理関連情報を含めてビジネス

に必要な情報が取りにくくなり、施行された改正反スパイ法や改正保守国

家秘密法等により、拡大された「国家安全」概念による規制が行われるな

ど、ビジネス環境への懸念が増している。香港においても、香港基本法に

基づく新たな国家安全維持条例案がごく短期間の審議で成立し、中国本土

並みの国家安全法制が適用される見通しとなった。 

米中間の緊張も続いている。 

このような諸状況を踏まえて、各国とも、産業・技術基盤の強化や同盟

国・同志国間のサプライチェーンの構築など、経済安全保障に関する取組

を強化している。 

我が国においても、経済安全保障推進法に基づく一連の措置が具体化さ

れ、直近ではセキュリティ・クリアランス制度が創設された。 
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経済産業省においては、令和６年度の組織改編で、現在の貿易経済協力

局が、大臣官房の「経済安全保障室」と統合される等により改組され、

「貿易経済安全保障局」となる予定である旨公表されている。 

経済安全保障の中で、輸出管理は重要な柱となっているが、様々な課題

に関する対応について検討が急がれている。従来の国際輸出管理レジーム

合意に基づく不拡散型管理に加えて、同志国連携による管理の動きは、

「日米輸出管理協力」やG7合意等に基づき具体化が進みつつある。日米蘭

による半導体製造装置を対象とした連携がなされたが、今後、新興技術分

野での連携と規制の具体化が進むと思われる。新興技術については、兵器

の開発・製造・使用に直接用いられる場合だけでなく、C4ISR等の面で軍

事能力の拡大に資する場合も含まれてくると思われ、規制手段のあり方が

課題となる。 

また、人権関連についても、民主主義サミットで合意された「輸出管理

と人権イニシアティブ」に我が国も参加し、人権関連での輸出管理のあり

方について議論が行われてきている。 

なお、ロシア制裁に関連して迂回輸出・制裁潜脱の問題も注目され、G7

合意に基づき各国で対応がなされつつある。 

このような諸状況を念頭に置きつつ、経済産業省の産業構造審議会安全

保障貿易小委員会において、昨年秋より非公開で審議が進められ、中間報

告による提言が公表された。今後、その提言に基づき制度改正が見込まれ

ているが、産業界としては、明確性、予見可能性、レベルプレイングフィ

ールド原則、実効性・効率性の確保といった基本的な諸点が確保されるよ

う求めていく必要がある。 

また、米国では再輸出規制や金融面からの規制拡大の動きが目立ってき

ており、我が国企業のグローバルな企業展開の上で十分な留意が必要にな

っている。このため、外為法に基づく規制だけでなく、米国の諸規制の動

向についても注視していく必要がある。 

ＣＩＳＴＥＣとしても、引き続き、産学官のリンケージチャネルとしての役

割・機能を高めつつ、我が国全体の輸出管理水準の向上に向けて、一層の貢献

をしてくことが期待されている。 

２０２３年度は、上述の状況を受け、具体的な事業を以下のとおり行った。 
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Ⅰ 輸出管理に関連する調査・研究、情報の収集・分析  

 

１．輸出管理に関する総合的調査研究－安全保障輸出管理委員会の運営 

 

  前年度に引き続き、産業界の主要な賛助会員企業が参加する安全保障輸

出管理委員会傘下の部会、専門委員会及び分科会等において、規制の国際

的ハーモナイゼーション、レベルプレイングフィールド、予見可能性の確

保等、産業界のニ－ズの観点から、総合的に調査・研究を行い、規制内容

の明確化、手続の効率化等を検討した。また最新の法令内容を反映した企

業の自主管理支援ツールを作成した。  

 

（１）調査・研究活動の成果等 

 

①   欧米・アジアの輸出管理法制度、運用に係る調査 

    既調査国 ･地域のうち、米国、欧州連合（ＥＵ）、欧州４ヶ国及び

アジア１４ヶ国・地域の輸出管理法制度について、前年度情報を更新

した。 

②   見学研修等 

例年実施してきた自衛隊施設等への見学研修会は、陸上自衛隊富士

学校・富士駐屯地、ファナック（株）本社工場を訪問先として、本年

も実施した。また、「量子コンピュータ」、「生成AI」等の先端技術

についての勉強会も行った。 

 

（２）企業の自主管理支援ツールの作成 

 

以下のパラメータシート、ガイダンス等を作成した。 

政省令改正に伴うパラメータシート及び該非判定支援のためのガイダ

ンスの作成に当たっては、できる限り分かり易い形式・表現を目指し

た。特にパラメータシートについては、作成様式をエクセルに統一し、

利便性と改ざん防止性を高め、施行日に間に合わせ発行した。 

 

①   輸出管理品目別パラメータシート（改訂７件） 
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    先端材料関連、化学製剤原料関連、エレクトロニクス、コンピュ－タ、

通信・情報セキュリティ、音響センサ－・レーダー、別表第２化学品関

連 

 

②   自主管理関連ガイダンス（改訂３件） 

各国ごとに発行されている海外拠点向けガイダンスを整理し、共通的

に使える基本ガイダンスにすべく「海外拠点のための安全保障貿易管理

ガイダンス」の一本化に向けた大幅改定を進めた（２０２４年６月発行

予定）。 

また、「安全保障貿易管理ガイダンス」、「キャッチオール規制に関

する解説・事例集」を改訂し２０２４年３月に発行した。 

 

③   輸出管理品目別ガイダンス（改訂７件） 

    政省令改正の反映と分かりやすさを目指し、①核・原子力関連資機

材（２０２４年５月発行）、②航空宇宙関連資機材（２０２４年４

月発行）、③生物兵器製造装置関連資機材（２０２４年３月発行）、

④ 先 端 材 料 関 連 （ ２ ０ ２ ４ 年 ５ 月 発 行 ） 、 ⑤ 別 表 第 ２ 化 学 品 関 連

（２０２４年３月発行）、⑥材料加工（２０２４年２月発行）、⑦

エレクトロニクス（２０２４年６月発行予定）を改訂した。 

 

④   海外法制度ガイダンス（改訂４件） 

海外輸出管理法制度ガイダンス米国版、同欧州版、同中国版、同アジ

ア版を改訂した（２０２４年５月発行予定）。 

 

２．安全保障輸出管理にとって有益な情報の収集・分析 

 

 国内外の文献、経済産業省や米国商務省等の公的機関、米国の産業団体、

議会関係者、弁護士事務所、シンクタンク、調査会社、有識者等の情報ソ

ースを通じ、以下の情報をはじめとした関連情報を多面的に収集し、体系

的に整理・分析し、ＣＩＳＴＥＣジャーナル、ホームページを中心に会員

等に提供した。 
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（１）ロシアのウクライナ軍事侵攻への制裁関連動向の情報 

 

  ロシアによるウクライナへの軍事侵攻に対して、我が国を含む西側主要

国は、これまで例をみない広汎な輸出規制・制裁措置を取ることに合意し、

発動した。 

特に米国の制裁は、輸出規制、金融制裁とも、その域外適用により我が

国企業の取引にも大きな影響を与えるため、引き続き情報を適時に収集・

提供を行った。 

  また、我が国においても、米国、EU等の主要国と協調し、同様の制裁措

置の発動を閣議了解により決定し、輸出禁止等の措置は外為法に基づくも

のとして政省令改正等により行われているが、ＣＩＳＴＥＣでは経済産業

省に対して不明点等についての質問をとりまとめて回答を得ることや速や

かに内外の制裁の諸動向についての解説資料を作成・提供を行った。 

 

（２）米国、同志国の輸出管理制度及びその運用の実態等の情報 

 

米国商務省BISは一昨年１０月に中国等の懸念国向け取引につき、半

導体、スパコン、半導体製造装置、AI関連を中心にEARの大幅な規制強

化改正を公布した。この一連の規制強化はこれまでのEAR規制の中で、

日本企業を含む各国の企業の取引（国内取引を含む）に最も大きな影響

を与えるものであるといっても過言ではない。 

米国では昨年１０月に半導体規制強化の第二弾を発表し、我が国でも

米・蘭と歩調を合わせ、半導体製造装置（２３品目）について事実上の

同志国規制を行うに至ったが、これらの規制を分析し、規制内容の明確

化と発信を行った。 

  ＣＩＳＴＥＣ事務局では米国が発動する規制の解説、米国商務省BIS

が公表したFAQの重要ポイントの解説等を提供するとともに、米国商務

省BISに不明点を直接照会して、規制の詳細を明らかにするよう努めた。 

これらの動きは、わが国産業界や大学・研究機関の経済安全保障に密

接に関わる動向であるため、情報を適時に収集・提供を行った。 

  

（３）米中・米朝・米ロ関係等の緊張と関連動向、アジア諸国の輸出管理制

度等に関する情報 
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上記の米中における法制度整備、米ロにおける制裁措置のほか、米

国による制裁その他の措置、中国における軍民融合戦略の深化、米中

ロの先端兵器開発の推進、イラン核合意再建に向けた協議、北朝鮮の

核・ミサイル開発、その他関連する政治・軍事動向等を引き続き慎重

にフォローし、産業界への影響やリスクに関する留意点について情報

発信した。  

また、アジア諸国での輸出管理制度整備が進みつつある中、関連する

情報収集・提供にも務めた。 

 

（４）中国軍需関連産業における軍民融合の実態等に関する情報 

 

ＣＩＳＴＥＣジャーナル記事や賛助会員コーナーでの積極的な提供を

継続した。 

 

（５）北朝鮮における核開発動向、調達・拡散動向、制裁動向等に関する情報 

 

国連の北朝鮮制裁をめぐる専門家パネルによる報告書や海外シンクタン

クの報告書等をもとに、北朝鮮の不正調達の動向、北朝鮮制裁に関する米

国の政策動向等についても引き続き解説を行った。 

 

Ⅱ 安全保障輸出管理に関する政府への提言等 

 

（１）規制合理化に向けた要望、提言 

 

大きく変化する国際情勢に対応し、産業界に求められている役割も十

分に配慮しつつ、グローバルな国際競争力維持、レベルプレイングフィ

ールドと予見可能性確保等、産業界の視点から合理的で実効性のある規

制の実現に向け、安全保障輸出管理委員会傘下の関係委員会等から様々

な要望・提言を行った。（以下は主なもの） 

 

・「通常兵器キャッチオール規制に関する諸問題」 

・ 「 安 全 保 障 輸 出 管 理 の 制 度 ・ 運 用 の あ り 方 に つ い て （ 包 括 的 要 望
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書）」 

・「需要者のあり方に関する要望書（２０１９年要望のフォロー）」 

・「振動試験機の使用プログラムの判定根拠見直し要望」 

・「貨物等省令第４条第十一号ハ（二）の改正要望（ポリクロロトリ

フルオロエチレンの規制内容をＷＡと一致させる）」 

・「 AG Control List(生物兵器製造装置関連 ) 改定に向けての提案

（①滅菌(Sterilization)と殺菌 (Disinfection)の定義の共通化、

② “Capable for ”の ”Designed to be ”への変更、③滅菌、殺菌がで

き る 装 置 の 「 構 造 、 材 質 」 の 具 体 的 規 定 に よ る 対 象 品 目 の 明 確 化

等）」 

・「貨物等省令第６条第二十二号、第二十三号の改正要望 

（epitaxial layerの規制をＷＡに一致させる）」 

 

引き続き、法制度・運用の明確化、合理化、レベルプレイングフィー

ルドの確保のための要望・提言を行っていく。 

  

（２）規制番号のＥＵ準拠に向けた取組み 

 

規制番号体系の国際化（EU準拠）に関しては、２０２１年度に三団体

協議会の場で経済産業省との協議が行われ、EU番号での許可申請も可能

になるなどの一定の進展があったが、単に産業界のグローバル展開を円

滑にする上での課題にとどまらず、国際的な輸出管理連携の動きの中で、

主要国が同様の体系、枠組みによって共通の規制を講じることが相互に

確認できるようにするためにも重要な課題となってきている。 

加えて、同志国による規制や制裁の実施において、同じ規制が行われ

ているのかが現行の規制番号体系下では諸外国が理解できないという問

題も出てきている。 

昨年度、新たな規制の輸出令別表第一への組み込み等、従来の考え方

と異なる対応を経産省がとったこと等を踏まえ、来年度以降改めて申し

入れを行う。 

 

（３）防衛装備移転三原則や１項品目の移転に係る運用・手続き等に関す

る課題については、安全保障３文書及びこれに続く防衛装備移転三原
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則・三原則の運用指針の改正の決着が２０２４年３月２６日であった

ため、各省庁への積極的な働きかけはできなかった。一方、要望書に

ついては、経済産業書へ特別返品等包括許可の改正案を提出、協議を

行い、貨物の不具合による返品、修理等のための技術提供が追加され

ることになった。 

 

（４）我が国の輸出者にも域外適用される米国の再輸出規制や制裁に関して

も、対中国を意識した新たな措置等、その動向をフォローすると共に、

今後進められていく日米を中心とした同志国間の輸出管理協力の動向も

踏まえ、必要に応じ日米両国政府への働きかけを行った。 

 

Ⅲ 産業界の自主的な安全保障輸出管理活動への支援  

 

１．総合データベース等を通じた関係情報の提供 

 

  総合データベースにおいて、懸念顧客及び懸念国等に関する情報、輸出

規制関連法令等の情報、その他企業の自主輸出管理に有益な情報の提供を

行った。 

ＣＨＡＳＥＲコーナーでは、検索システム等の利便性の向上を進め、特

に、検索結果一覧をブラウザ印刷した際の表示について整理改善を実施した。

また内外の行政機関から公開されている種々の制裁リストのチェックが重

要になりつつある現状を鑑みて、ＣＨＡＳＥＲ情報の中から、これら制裁

リスト群を抽出して更に統合した「統合制裁リスト情報」の提供サービス

も継続した。 

 これまで以上の顧客満足度向上を目指し、ＣＨＡＳＥＲサービスの着実

なサービス運用及び顧客対応を継続した。 

 

（参考） 

・総合データベースの更新情報「ＣＩＳＴＥＣ Hotline」の発行322件  

・安全保障貿易管理に係わる政省令等の改正情報  

「ＣＩＳＴＥＣ  Express News」のホームページへの掲載      8件  

・ＣＨＡＳＥＲコーナー ＣＩＳＴＥＣ顧客情報収録数   20,724件  

・ＣＨＡＳＥＲコーナー ＤＰＬ等顧客情報収録数     49,015件  
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２．企業の自主輸出管理ツールの提供等 

 

（１）ガイダンス、該非判定帳票類、解説書の発行 

 

   輸出管理担当者の実務に有用な該非判定結果記入用帳票である輸出貿

易管理令別表第１項目別対比表、各種パラメータシートの他、該非判定や

社内輸出管理のための参考書となる各種ガイダンス等を出版、提供した。 

 

①   ガイダンス類 

〇 輸出管理品目ガイダンス 

  ・輸出管理品目ガイダンス＜航空宇宙関連資機材＞第１２版  

２０２３年 ５月 

  ・輸出管理品目ガイダンス＜役務取引＞第１８版    

２０２３年 ７月      

  ・輸出管理品目ガイダンス＜核・原子力関連資機材＞第１３版  

                           ２０２３年 ７月 

  ・輸出管理品目ガイダンス＜生物兵器製造関連資機材＞第１３版  

                           ２０２４年 ３月 

  ・ 輸 出 管 理 品 目 ガ イ ダ ン ス ＜ 輸 出 令 別 表 第 ２ 化 学 品 関 連 ＞ 第 ７ 版     

２０２４年 ３月 

 

  〇 海外法制度ガイダンス 

  ・輸出管理ガイダンス海外輸出管理法制度＜アジア版＞第１８版 

                           ２０２３年 ４月 

  ・輸出管理ガイダンス海外輸出管理法制度＜中国版＞第１８版 

                           ２０２３年 ４月 

・輸出管理ガイダンス海外輸出管理法制度＜欧州版＞第１８版 

                           ２０２３年 ４月 

・輸出管理ガイダンス海外輸出管理法制度＜米国版＞第１７版  

                           ２０２３年 ９月 

  ・キャッチオール規制に関する解説・事例集 ２０２４  

                           ２０２４年 ３月 
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  ・安全保障貿易管理ガイダンス 第８版 ２０２４  ２０２４年 ３月 

  

○  該非判定帳票類 

・パラメータシート 

＜輸出貿易管理令別表第２関連（別表第２化学品関連）＞ 

                         ２０２３年１０月 

                       ２０２４年 ２月  

・輸出貿易管理令別表第１ 外国為替令別表 項目別対比表  

                          ２０２４年 ２月 

・パラメータシート＜コンピュータ＞        ２０２４年 ２月

・パラメータシート＜通信・情報セキュリティ＞   ２０２４年 ２月 

・パラメータシート＜エレクトロニクス＞      ２０２４年 ２月 

・パラメータシート＜音響センサー・レーダー＞   ２０２４年 ２月 

・パラメータシート＜先端材料関連＞        ２０２４年 ２月 

・パラメータシート＜化学製剤原料関連＞      ２０２４年 ２月 

 

（２）税関における通関業務の円滑化のための該非判定情報の提供  

 

①   自主判定結果公表リスト（集積回路） 

２０２３年度中、647件を新規に公表し、17,453件を削除した。 

２０２４年３月末現在の有効な公表件数は139,458件（公表社数３１

社）となった。 

 

②   ＷＥＢ版公表リスト検索システム 

利便性の高いＷＥＢ版の「検索システム」を２０１１年６月より導入

し、輸出者の通関実務の迅速化につながっている。メーカー、通関業者、

全国すべての税関・財務省関税局で利用いただいている。 

また、既公表分をとりまとめた２０２３年度版の公表リスト「総集

編」（ＤＶＤ・ＰＤＦ版）を発行した。  

 

（３）安全保障輸出管理実務能力認定試験に係る新規出版 
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・安全保障輸出管理実務能力認定＜STC Expert＞演習問題集  

（貨物・技術編）第１３版           ２０２３年   ５月  

  ・２０２２年度 実務能力認定＜STC Expert/SRC Legal Expert＞ 

法令編 過去問解説                ２０２３年１１月  

・安全保障輸出管理実務能力認定＜STC Expert/SRC Legal Expert＞  

演習問題集（法令編）第７版           ２０２４年   ３月  

・安全保障輸出管理実務能力認定＜STC Expert＞演習問題集  

（貨物・技術編）第１４版            ２０２４年   ３月  

 

（４）ＷＥＢセミナー及び研修用ＤＶＤサービスの拡充 

    

ＷＥＢセミナーは、時間的、場所的、空間的な制約を受けることなく

研修会を受講できるシステムとして、大きく企業向けと大学向けに分け

て、時機に合った内容の提供を行っている。 

米中緊張に伴う安全保障輸出管理と関連諸規制についての解説資料や、

輸 出 管 理 の 基 本 に つ い て １ ０ 分 程 度 に ま と め て わ か り や す く 説 明 し た

「10分 de輸出管理」を掲載し、内容の拡充を行っている。配信方法はス

トリーミング方式とダウンロード方式の２つを併用することとし、一層

の利便を図っている。 

また、聴講者が多いセミナーについては引き続き、研修会を録画・編

集し、セミナー終了の約２か月後にＤＶＤとして物販による提供を行っ

ている。その際、ＣＤ－ＲＯＭにテキストのＰＤＦデータも収録し、組

織内で広く活用が可能となるよう利便性を図っている。 

 

３．相談業務の実施 

 

  ２０２０年度よりインターネットを活用したＷＥＢ（面接）相談体制を

整備し、遠方からも対面で相談できるようになったが、２０２３年後半頃

からＷＥＢ（面接）相談の予約が、直ぐに埋まる状況が続いていた。そこ

で２週間先まで予約可能としていたところ３週間先まで予約ができるよう

に運用等見直し、相談希望者の要望に応えた。 

相談は貨物・技術に係る該非判定、規定の解釈、許可申請書とその添付
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書類、包括許可の適用、輸出管理内部規程（ＣＰ）の作成、キャッチオー

ル規制等様々あり、それぞれ適切に対応した。 

    ２０２３年４月から２０２４年３月まで１年間の相談申込件数は 1,265

件（ＷＥＢ（面接）相談367件、電子メール相談898件）となり、前年度対

比で相談申込件数は 99％ (ＷＥＢ（面接）相談 97%、電子メール相談 101%)

と引き続き多数の案件に対応した。 

また、ＷＥＢ（面接）相談は賛助会員以外の企業等も利用することがで

き、その割合は面接相談全体の６４％（賛助会員（大学会員を含む）：13

1件  その他： 236件）であった。なお、該非判定の結果を求める相談には

内容に応じてＣＩＳＴＥＣ該非判定支援サービスを紹介している。 

また、 1つの相談案件に複数項目の内容が含まれている場合があること

から、相談項目分類では下表に示すように延べ1,469項目であった。 

 

相談項目分類 
相談項目数 

合計 対前年度比 
面接相談 メール相談 

貨物該非判定 194 389 583 97% 

技術該非判定 86 130 216 178% 

CP 関連 84 158 242 85% 

輸出許可申請 6 80 86 93% 

役務取引許可申請 4 52 56 104% 

海外法制度 11 275 286 86% 

計 385 1,084 1,469 89% 

 

相談項目は該非判定が約５割を占めているが、輸出令別表第１及び外為

令別表の７の項、半導体や半導体製造装置関連のものが増加傾向にある。

これらについては、該非判定以外にも包括許可に関するものや米国の再輸

出規制を心配しての相談も多い。その他、特に特定の項番に偏ったものは

ないが、判定すべき項番の確認や該非判定に関連し通達の解釈の確認、包

括許可の適否の確認等、幅広く相談を受けた。 

該非判定以外では、昨年度同様に、みなし輸出に関する実務的な相談や
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米中関係の緊張による米国からの制裁・規制への対応、ロシア制裁に関す

る承認、許可の要否等多くの相談が寄せられた。前者については体制整備

支援サービスを後者についてはＣＩＳＴＥＣホームページとＣＩＳＴＥＣ

ジャーナルに解説記事を掲載しているため、適宜、これらを紹介する形で

対応した。 

 

輸出管理品目等 項番 内訳 

エレクトロニクス（ワッセナー） ７の項 15.3% 
通達解釈・その他（判定・手続関連） その他 13.5% 
原子力（核不拡散条約等） ２の項 12.1% 
通信関連（ワッセナー） ９の項 10.6% 
キャッチオール規則（ＫＮＯＷ規制） １６の項 10.3% 
先端材料（ワッセナー） ５の項 7.3% 
ミサイル（ＭＴＣＲ） ４の項 7.1% 
化学兵器（オーストラリアグループ） ３の項 4.3% 
センサー・レーザー（ワッセナー） １０の項 4.1% 
武器（武器輸出三原則） １の項 3.1% 
材料加工（ワッセナー） ６の項 2.8% 
生物兵器（オーストラリアグループ） ３の２の項 2.4% 
コンピュータ（ワッセナー） ８の項 2.3% 
推進装置（ワッセナー） １３の項 2.0% 
航空関連（ワッセナー） １１の項 1.1% 
機微品目（ワッセナー） １５の項 1.1% 
その他（金属燃料等）（ワッセナー） １４の項 0.5% 
海洋関連（ワッセナー） １２の項 0.1% 

  

その他、米中関係の緊張に伴って２０２１年度より賛助会員を対象にト

ライアルとして相談受付を開始した EARのメール相談を受けているが、特

に半導体やスーパーコンピューターに関連するものが大変多く寄せられて

いる。 

 

４．教育・啓発機会の提供 

 

企業等における自主輸出管理体制の整備と輸出管理担当者の審査能力向

上等を図るため、２０２３年度も研修会、講師派遣活動の充実に努めた。 

２０２３年度は、新型コロナウイルス感染も落ち着いてきたが、会場型
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よりもどこからでも参加が可能なＷＥＢライブ配信のご要望が多いため、

ＷＥＢライブ配信開催を主とし、研修会等を１６回開催した。 

研修内容としては、依然として非常にニーズの高い「実務演習コース」

や米国再輸出規制の動向に関する説明会も開催すると共に、技術提供管理

に関する研修会を引き続き実施した。また、分野別の研修会は４つの分野

を取り上げた。 

   

（１）  ２０２３年度安全保障貿易管理説明会 

 

経済産業省のYouTube動画配信に誘導、案内した。 

 

（２）  政省令改正説明会 

 

政省令改正説明会は、経済産業省担当官によるご説明をＣＩＳＴＥ

Ｃで撮影編集し、YouTube動画配信を実施した。 

 

（３）安全保障貿易管理等研修会 実務演習コース 

 

＜該非判定＞ 

２０２３年 ７月 ６日  

２０２３年１１月 ９日 

＜キャッチオール規制/取引審査/濃淡管理の実際/教育/監査＞ 

 ２０２３年１２月 ７日   

 

（４）安全保障貿易管理研修会 米国再輸出規制の動向に関する説明会 

 

＜米国法の基礎と再輸出規制の実務＞ 

２０２３年 ９月 １日 

２０２４年 １月１２日 

 

（５）安全保障貿易管理研修会 技術提供管理に関する研修会 
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＜技術提供管理＞ 

    ２０２３年１１月３０日 

 

（６）安全保障貿易管理研修会 基礎コース 

    

２０２３年 ５月１８日  

２０２３年１０月１３日  

 

（７）安全保障貿易管理研修会 分野別研修会 

 

＜化学製剤・別表第２化学品関連＞ 

２０２４年 １月１８日 

＜生物・化学兵器製造装置関連＞ 

    ２０２４年 ２月１５日 

＜先端材料＞  

２０２４年 ２月２８日 

    ＜材料加工＞ 

    ２０２４年 ３月２２日 

     

（８）上記以外の安全保障貿易管理研修会の開催 

 

   ・賛助会員限定 

   ＜国連制裁の履行と課題＞  

   ２０２３年 ５月３１日  

   ＜外国為替及び外国貿易法に基づく ロシア向け輸出禁止措置等 

について＞  

   ２０２３年１０月２６日 

    ＜ STC Associate＞  

    ２０２３年 ９月 ８日 

 ＜ STC Advanced/ Expert＞（法令編）   

    ２０２３年１１月１６日     
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（３）から（８）のＷＥＢライブ配信研修会参加者５，４７８名 

 

（９）企業･関係団体･大学が行う輸出管理講習会への講師の派遣 

 

２０２３年度は招聘に応じて、７７回の講師派遣を行った(対前年度比

２８％増)。社員教育の一環としてＣＩＳＴＥＣの講師派遣を申し込む例

が多い。例年同様、専門性の高い経験豊富な講師が講演することにより、

輸出管理の仕組み・注意事項・外為法違反事例・該非判定などについて、

企業等の個別ニーズに即した研修会としている。 

大学や公的研究機関の依頼については、理系の公立大学を中心に既に輸

出管理規程を制定している場合が多いが、企業同様、学内への周知活動の

一環として、ＣＩＳＴＥＣの講師派遣を申し込む例が多い。 

これらの組織では、関係各位の地道な努力により、年々着実に成果を上

げてきている。また、毎年ほぼ同時期にＣＩＳＴＥＣ講師による研修会を

開催し、効果をあげている企業・大学等も見られる。 

なお、２０２０年７月以降、新型コロナウイルス感染対策のためインタ

ーネット等を活用したオンラインでの実施体制を整備、更に２０２１年 

１０月より業界団体も当該サービスを利用対象に加え、且つ、講演内容に

輸出管理に関連する国内外の諸情勢・法令を追加出来るよう規約改正を行

っているが、本年度はコロナ前（２０１９年度）を上回る数の講師派遣を

行った。 

 

（１０）官公庁向け研修会の実施 

   

  従来、税関研修として実施していた輸出規制対象品目の識別等に関す

る研修を、２０１７年度から関係官公庁向けに輸出管理品目研修として

ＣＩＳＴＥＣ主催にて実施しているところ、２０２３年度はオンライン

会議にて１月２９日から３１日まで３日間の日程で実施し、９組織から

延べ９２人の参加者を得た。 

 

５．安全保障輸出管理実務能力認定試験の実施 
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  安全保障輸出管理実務能力認定試験は新型コロナウイルス感染予防対策

のために実施していた定員制を終了し、コロナ禍以前の受験者数を大きく

上回る開催となった。 

 また、STC Associateのオンライン試験をトライアル開催し、１，３９１

名が受験をした。会場型と同様の厳正な試験を保持しながら、受験者の利

便性向上のため、今後も継続していく。 

「安全保障輸出管理実務能力認定試験（STC Associate）」は、東京・

名古屋・大阪で計２回開催、博多で計１回開催に加えて、オンラインで 

１回開催した。 

「安全保障輸出管理実務能力認定試験（STC Advanced）」は、東京・名

古屋・大阪にて計２回開催、博多で１回開催した。 

また、STC Associate入門セミナー及びSTC Advanced/STC Expert（法令

編）入門セミナーを、ＷＥＢライブ配信セミナーで開催した。 

  

（１）安全保障輸出管理実務能力認定試験（STC Associate）  

 

①  試験実施日：２０２３年 ７月２８日（金）（第６０回） 

          （東京・名古屋・大阪） 

②  試験実施日：２０２３年１０月 ６日（金）（第６１回） 

          （オンライン） 

③  試験実施日：２０２４年 １月２５日（木）（第６２回） 

          （東京・名古屋・大阪・博多） 

 

（２）安全保障輸出管理実務能力認定試験（STC Advanced）  

 

① 試験実施日：２０２３年 ７月２８日（金）（第１８回） 

          （東京・名古屋・大阪） 

   ② 試験実施日：２０２４年 １月２５日（木）（第１９回） 

           （東京・名古屋・大阪・博多） 

 

（３）安全保障輸出管理実務能力認定試験 

（STC Expert / STC Legal Expert）  

２０２３年度の実施なし 
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（４）STC Associate入門セミナー（ＷＥＢライブ配信セミナー） 

             ２０２３年 ９月 ８日（金） 

 

（５）STC Advanced/STC Expert（法令編）入門セミナー 

（ＷＥＢライブ配信セミナー） 

             ２０２３年１１月１６日（木） 
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６．機関誌の発行 

 

  定期刊行物「ＣＩＳＴＥＣジャーナル」を隔月で発行し、国内外の安全

保障貿易に関する情報提供を行った。また、読者のニーズに応えるべく幅

広いテーマの下、取り組んだ。 

国内の法令関係では、政省令・通達の改正に関する概要解説や「みなし

輸出」制度に関するＣＩＳＴＥＣ制度専門委員会の対応ガイドラインを掲

載した。 

海外関係では、米中関係の緊張が続く中、米国の相次ぐ強硬な対中措置

によって、企業等の経済活動への影響が、ますます顕在化しつつあること

から、これら米中関係の緊張に伴う産業界への影響や事業リスクに関する

留意点等について、経済安全保障という観点からの理解も得られるよう、

継続して情報発信に努めた。また、中国の輸出管理法や軍民融合の動向に

ついても逐次アップデートした。更に、ロシアのウクライナ侵攻等に対し、

国際社会が前例のない制裁を発動している状況につき、これら動向も引き

続き、重点的にフォローした。 

加えて、中国・ロシア・北朝鮮・イラン等の地域情勢、イスラエル・パ

レスチナ情勢や米国・中国・欧州の規制動向に関する解説も掲載した。 

上記以外に、サイバーセキュリティや経済安全保障といった、最近の安

全保障貿易管理とも密接に関連する事項も積極的に取り上げた他、最近の

安全保障貿易管理にとって有益と思われる、外国政府や外国シンクタンク

から公開された各種報告書の翻訳解説も掲載した。 



 

 

 

- 21 - 

 

（１）  内容の充実 

 

①  政省令改正、リスト改正等のタイムリーな解説（輸出管理ＮＥＷＳ

等） 

②  最近の米中関係に関する解説記事を掲載（「特集／米中等の対抗法制

の動向」、「特集／米欧の対中ロ規制等の動向」等） 

③  中国の輸出管理法や軍民融合の動向に関する記事を掲載（「特集／

中国を巡る諸動向」、調査・分析レポート等） 

④  ロシアのウクライナ侵攻等に対する制裁動向についての解説記事を

掲載（「特集／ロシアを巡る諸情勢」等） 

⑤  経済安全保障等に関する解説記事を掲載（「特集／経済安全保障関連

の課題」、「特集／半導体の地政学」等） 

⑥  外部の有識者やジャーナリストの解説及び外国政府や外国シンクタン

クによる報告書の翻訳解説（「特集／中国を巡る諸動向・諸規制」、

調査・分析レポート等） 

 

（２）ジャーナルＷＥＢ版提供 

 

   これまで掲載してきた各種記事をＣＩＳＴＥＣのウェブサイトで閲覧

・検索できるＣＩＳＴＥＣジャーナルＷＥＢ版について、引き続き提供

した。 

 

（３）ジャーナルＷＥＢ版のアカデミア・ライセンスの提供 

 

   大学の教職員と学生向けのＣＩＳＴＥＣジャーナルＷＥＢ版として、

ＣＩＳＴＥＣジャーナルＷＥＢ版のアカデミア利用（ジャーナルアカデ

ミア・ライセンス）について、引き続き提供した。 

 

７．当局の指導案件に係る相談窓口の利用促進 

 

  当局の審査・検査窓口等における解釈、指導等に関して、従前のものと
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異なったり、過剰な負担を招く等の懸念が生じた場合に相談に応じる窓口

を引き続き運用した。 

 

８．該非判定支援サービスの実施 

 

２０１２年度から本格サービスを実施している該非判定支援サービスの２

０２３年度の利用は ３２３件であった。(参考：２０２２年度は２８５件) 

２０２３年度の利用件数の内訳は、次のとおり。 

該非判定書をＣＩＳＴＥＣが主導して作成した後、検証証明書を発行する 

従来の「フルサポート（以下、フル）」の件数は ２６３件。 

一方、最新の政省令改正前に発行済の検証証明書について、最新の政省令で

再検証し検証証明書を更新する「更新サービス（以下、更新）」の件数は 

６０件。（参考：２０２２年度の内訳は、フル２１６件、更新６９件。） 

また、利用者は、中小企業（中小企業庁の定義）が、フル １６５件・更

新 ４８件の合計 ２１３件（賛助会員である中小企業利用分４件を含む）

で、それぞれフル６３％、更新８０％、件数全体の６６％を占めた。（参考

：２０２２年度の内訳は、フル６５％、更新６８％、件数全体の６６％） 

このことから、本サービスは、該非判定を行う十分な組織を持たない企業

への支援を中心に有効活用されている。 

本サービスは、中小企業を中心として、月間２０～３０件程度のサービス

として定着している。 

 

９．監査・体制整備支援サービスの実施 

 

 ２０１５年度より「監査支援サービス」事業を開始している。「監査支

援サービス」とは、輸出管理に係る監査代行、監査に関する助言・指導そ

の他監査に関する支援サービスである。規程で定めた監査実施を委託した

い、輸出者等遵守基準を満たした運用が出来ているかどうか確認したい、

日頃の輸出管理業務の運用に問題が無いかどうかを確認したい、などの要

望に応えている。 

さらに、２０１５年９月からは「輸出者等遵守基準」を遵守するための

体制整備、内部規程・細則の策定及び運用等を支援するための「体制整備
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支援サービス」を開始した。これから海外へ事業展開するにあたって輸出

管理の仕組みを作り上げたい、規程はあるが長い間見直されていないため

指導を受けながら作り替えたい、などの要望に応えている。 

２０２３年度は、監査支援サービス１１件、体制整備支援サービス１６

件の利用申し込みがあり、監査支援サービスは対前年比４０％近く増えて

いる。このうち、約半数は過去に監査支援サービスを受けた企業からの再

委託である。他には体制整備支援サービスで構築した仕組みが適切に運用

できているか確認してほしい、特別一般包括許可取得を目指しており経済

産業省の立入検査に先立って監査を受けたい、輸出管理部門への監査が実

施できていないので実施してほしいといった背景による監査支援サービス

の利用申し込みがある。体制整備支援サービスは、今後海外への事業展開

が想定されるために輸出管理の仕組みを整えたいという企業からの申し込

みがほとんどであるが、税関から指摘を受けて輸出管理体制整備の必要性

を認識して依頼してくる企業もある。いずれも付帯サービスの教育で法規

制内容について説明するなどしながら体制整備支援を行っている。 

 

Ⅳ 安全保障輸出管理に関連する国際的活動の推進  

 

１．輸出管理に関する国際交流の促進 

 

  海外に広く事業展開する日本企業にとって、欧米アジア主要国の輸出管理

動向のタイムリーな把握は事業の円滑な遂行に不可欠である。主要国の政府

機関、団体、企業との直接対話は、各国の輸出管理政策・施策の最新動向及

び運用実態の把握と併せ、国際的な規制のハーモナイゼーションの観点から

も有効である。 

  ２０２３年度は、従来から隔年で交流・調査会合を実施してきた米国につ

き、米国政府(商務省、財務省、国務省２部門、国防総省)、米国議会委員会、

米国上院議員兼院内総務の専門スタッフ、主要３産業団体、主要シンクタン

ク、主要３法律事務所、主要企業、国連３部門を訪問して会合を実施した。

これらにより、対中政策の著しい厳格化方針・政策(対中半導体・スパコン

・AI輸出規制の運用動向等）、新興・基盤的技術規制の今後の重点領域、ロ

シア、イラン等の懸念国制裁、人権侵害規制・制裁、同志国による輸出管理
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枠組み等、並びにこれらについての米国の産業団体、シンクタンク、企業の

見解、対応等につき、確認し、有意義な意見交換を行うことが出来た。 

  また、２０１５年度以降、毎年、会合を実施してきたアジアについては、 

インドの政府及び産業団体及びUAE政府を訪問して会合を行い、それぞれの

輸出管理制度整備状況を確認し、有意義な意見交換を行うことができたほか、

両政府の依頼に応じ、ＣＩＳＴＥＣの役割、活動、日本の最近の輸出管理状

況等を説明し、ＣＩＳＴＥＣ活動の認知に大いに貢献した。なお、上記のイ

ンド訪問の際は、インド政府の依頼に応じ、ＣＩＳＴＥＣ訪問スケジュール

に 合 わ せ て 開 催 さ れ た イ ン ド 初 の National Conference on Strategic 

Trade Controls(NCSTC)に出席して、輸出管理についてのプレゼンテーシ

ョンを行うと共に出席者との交流を深めた。さらに、 UAE政府は初訪問で

あり、従来不明点が多かった同国の輸出管理法制度・運用を詳細に確認す

ることができ、さらに同国政府との友好関係の強化を図ることができた。 

上記の各会合の内容は、いずれも、報告書としてとりまとめられ、ＣＩＳ

ＴＥＣジャーナルに掲載するとともに、政府への提言に際しての参考として

活用された。 

 

２ ． アジア 諸 国等の 輸 出管理 体 制整備 協 力事業 の 推進  

 

日本の産業界の国際展開が進む中で、国際的な安全保障輸出管理を真に実

効あるものとするためには、アジア諸国・地域などの国々における輸出管理

の質的向上が一層重要となっている。 

ＣＩＳＴＥＣでは、日本及び海外の政府、産業界等からの協力要請を踏ま

え、下記のセミナーへの参加や専門家派遣などを通じて、国際レジーム非加

盟国を含めた輸出管理の拡大（アウトリーチの強化）活動に積極的に取り組

んだ。 

  ＣＩＳＴＥＣには産業界の自主管理とＣＩＳＴＥＣの役割について紹介

を求められることが多い。  

なお、２０２３年度は各アウトリーチ活動を以下のように実施した。 

 

① 第３０回アジア輸出管理セミナー  

（ＣＩＳＴＥＣ、経済産業省・外務省共催）  
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②  国際アウトリーチワークショップ 

（国連1540委員会/カンボジア政府共催） 

③ 無形技術・新興技術管理ワークショップ 

（米国・EU・フィリピン政府共催） 

④ 国際アウトリーチワークショップ（オンライン参加） 

（国連1540委員会/タイ政府共催） 

⑤ Workshop on Economic Security and Strategic Trade  

Management in the Indo-Pacific  

 (米国Pacific Forum/台湾政治大学共催） 

⑥ Malaysia Strategic Trade Summit 2023（マレーシア政府主催） 

⑦ 3rd Conference of Partnership Programmes on Strategic  

Trade Controls of Dual-use Goods in South-East Asia 

（オンライン参加）（EU P2P/米国務省EXBS/国連共催） 

⑧ 4th Conference of Partnership Programmes on Strategic  

Trade Controls of Dual-use Goods in South-East Asia 

（ EU P2P/米国務省EXBS/国連共催） 

  ⑨   National Conference on Strategic Trade Controls(NCSTC) 

                      (インド政府主催) 

⑩  US-Japan Economic Security Policy Coordination Workshop 

                              (笹川財団米国主催)  

 

Ⅴ 大 学 や中 小 企 業 に対 する輸 出 管 理 支 援  

 

（１）大学、中小企業での人材募集支援 

 

  大学での輸出管理人材募集を行う場合を想定して、その支援のために登録

した人材に募集情報を提供してきたが、その実績は大学だけに留まらず、企

業、公共法人等もあり、２０２３年度には、企業、公共法人や大学向けに 

２５件の募集情報の提供を行った。 

 

（２）大学に対する輸出管理支援 

 

  近年の大学における安全保障輸出管理実施の必要性の高まりを受けて、産

業界に対する輸出管理支援の蓄積を活かし、大学に対する支援を継続実施し

た。 
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  具体的には、大学向けに特化した自主管理におけるエンドユーザーチェッ

クに資するリストを「大学向けＣＨＡＳＥＲ情報」として引き続き提供し

たほか、ホームページでの「大学の輸出管理」コーナーでのポータルサイト

的な広汎な情報提供を実施した。 

 大学会員制度については、２０２３年度末で６４大学等が加入している。 

  また、２０２３年度は大学における安全保障輸出管理セミナー等に講師を

８回派遣するとともに２８件の輸出管理相談を行った。 

 

（３）中小企業に対する輸出管理支援 

 

  該非判定支援サービスを開始するに当たり、中小企業等を念頭においたフ

ルサポートサービスを提供しているところ、前述のとおり、多くの利用申し

込みや問い合わせが中小企業からあった。 

また、基礎的なＷＥＢセミナーやｅラーニングのホームページでの無償提

供、各種セミナーの録画の有償販売等については、時間的、空間的、コスト

的制約がある中小企業にとって有益なものとなっている。
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第２章  管理関係事項  

 

１．賛 助 会 員  

 

  ２０２４年３月３１日現在の賛助会員数は６７７法人である。 

 

２．理 事 会  

 

  理事会において以下の議案が報告又は承認された。 

 

（１）第２５回通常理事会 ２０２３年６月９日  

 （一般財団法人安全保障貿易情報センター 第１会議室）  

    第１号議案 ２０２２年度事業報告書及び決算書について 

    第２号議案 公益目的支出計画実施報告書について 

    第３号議案 ２０２３年度定時評議員会の付議事項及び開催日 

について 

    第４号議案 ２０２３年度業務執行状況の報告について 

 第５号議案 評議員選定委員の選任について 

 

（２）  理事会（２０２３年６月２６日付け書面決議） 

    第１号議案 代表理事の選定について 

    第２号議案 業務執行理事の選定について 

 

（３）  第２６回通常理事会 ２０２４年３月２９日 

（一般財団法人安全保障貿易情報センター 第１会議室）  

    第１号議案 ２０２３年度業務執行状況の報告 

    第２号議案 ２０２４年度事業計画書及び収支予算書について 

 

３．評 議 員 会  

 

  評議員会において以下の議題が承認された。 
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第１３回定時評議員会 ２０２３年６月２６日 

（一般財団法人安全保障貿易情報センター 第１会議室）  

    議題１ ２０２２年度事業報告書及び決算書について 

    議題２ 公益目的支出計画実施報告書について 

    議題３ 理事及び監事の選任について 

 

４．評 議 員 選 定 委 員 会  

 

  評議員選定委員会において評議員の選任が承認された。 

 

  第１３回評議員選定委員会 ２０２３年６月１９日 

（一般財団法人安全保障貿易情報センター 第１会議室） 

 


